様式第９号（第13条関係）
事　業　収　支　決　算　書
事業の名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　収入の部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
	科目
	本年度決算額
	説明

	特定財源
	　
	

	　
	本助成金

その他の助成金

補助金

負担金

寄附金

協賛金
その他
	　
	

	一般財源等
	
	

	
	一般会計
事業収益
祝儀
	　
	

	計
	　
	


２　支出の部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
	科目
	本年度決算額
	説明

	助成対象経費
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	助成対象外経費
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	計
	　
	


（注）　事業の実施に関わる決算（収入・支出）のみを記入するものとし、団体の経常的な活動に要する
維持運営費は計上しないこと。
様式第９号別紙（第13条関係）
助　成　対　象　経　費　明　細　書　(　決　算　)
助成金交付申請額：　　　　　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
	支出科目
	決算額(A)
	本助成金を除いた特定財源(B)
	一般財源等(C)

((A)－(B))
	

	
	
	
	
	うち本助成金
充当額(D)

	助成対象経費
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	助成対象外経費
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計(E) 
	　
	　
	　
	　


	
	決算額(A)
	本助成金を除いた特定財源(B)
	一般財源等(C)

((A)－(B))
	

	
	
	
	
	うち本助成金

充当額(D)

	上記のうち旅費に係るものの計(F)
	
	
	
	

	上記のうち備品に係るものの計(G)
	
	
	
	

	旅費及び備品に係るものの計 (H) = (F)+(G)
	
	
	
	

	合計に占める備品と旅費の割合(I) = (H)/(E)×100
	
	
	
	％


（注）
１　特定財源とは、事業実施にともなう収入であり、助成金、補助金、負担金、寄附金、協賛金等の使途が定められているものをいう。なお、事業の実施にともなって得られる売上金などの収益は、特定財源としないものとする。
２　事業の実施に必要な費用のうち、団体の構成員に対する「飲食費、人件費、謝礼」については、本助成金を充当しないこと。
３　謝礼品とは、金銭ではなく酒、物品、金券等で謝礼するものをいう。謝礼品については、本助成金を充当しないこと。
４　食糧費とは、既成の飲料、お菓子、弁当等を購入する経費をいう。食糧費については、本助成金を充当しないこと。
５　食材購入費とは、料理の材料を購入する経費をいう。食材購入費については、助成金の交付の決定回数（決定の見込みを含む）が６回以上の事業は、本助成金を充当しないこと。
６　旅費とは、事業実施のために必要な旅行に要する費用として支給する金銭給付のことをいう。移動用車両を借り上げる場合の費用は、使用料及び賃借料として旅費以外の科目に計上して差し支えない。
７　備品とは、取得価格の多寡にかかわらず、長期にわたり使用又は保存できるものをいう。備品については、助成金の交付の決定回数（決定の見込みを含む）が６回以上の事業は、本助成金を充当しないこと。
８　消耗品とは、使用によって消費されるものや長期保存に堪えないものをいう。ただし、取得価格が
1万円以上の物品及び取得価格が5,000円以上の図書については、備品とすること。
